
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律

（令和３年法律第 49 号。以下「改正法」という。）附則第５条の規定により改正法第３条の規定による改

正後の医療法（昭和 23 年法律第 205 号。）第 113 条、第 118 条及び第 119 条の規定により、次の機関を

特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関の及び技能向上集中研修機関として指定した。 

令和６年（2024 年）３月 15 日 

北海道知事 鈴木 直道  

 

○指定の種類（（ ）は指定医療機関数） 

特定地域医療提供機関（11） 
地域の医療提供体制の確保のために医師に長時間労働をさせざ
るを得ない医療機関 

連携型特定地域医療提供機関（２） 
他の医療機関へ医師を派遣し、地域の医療提供体制を支える医療
機関 

技能向上集中研修機関（３） 
一定の期間集中的に長時間労働し技能向上を図る研修医・専攻医
のいる医療機関 

 

 

○特定地域医療提供機関・連携型特定地域医療提供機関の指定（指定期間：令和６年４月１日から３年

間） 

医療機関名（所在地） 指定の種類 指定事由 指定日 

市立札幌病院（札幌市） 
特定地域医療提
供機関 

救急医療及び地域に
おいて当該病院又は
診療所以外で提供す
ることが困難な医療 

令和６年 
2 月 29 日 

北海道立子ども総合医療・療育センター 
（札幌市） 

特定地域医療提
供機関 

地域において当該病
院又は診療所以外で
提供することが困難
な医療 

令和６年 
2 月 29 日 

医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院（札幌市） 
特定地域医療提
供機関 

救急医療 
令和６年 
2 月 29 日 

国立大学法人北海道大学  
北海道大学病院（札幌市） 

特定地域医療提
供機関 

救急医療 
令和６年 
2 月 29 日 

連携型特定地域
医療提供機関 

医師派遣 
令和６年 
2 月 29 日 

砂川市立病院（砂川市） 
特定地域医療提
供機関 

救急医療及び地域に
おいて当該病院又は
診療所以外で提供す
ることが困難な医療 

令和６年 
2 月 29 日 

社会医療法人製鉄記念室蘭病院（室蘭市） 
特定地域医療提
供機関 

救急医療 
令和６年 
2 月 29 日 

旭川医科大学病院（旭川市） 

特定地域医療提
供機関 

救急医療 
令和６年 
2 月 29 日 

連携型特定地域
医療提供機関 

医師派遣 
令和６年 
2 月 29 日 

名寄市立総合病院（名寄市） 
特定地域医療提
供機関 

救急医療 
令和６年 
2 月 29 日 



ＪＡ北海道厚生連 帯広厚生病院（帯広市） 
特定地域医療提
供機関 

救急医療 
令和６年 
2 月 29 日 

市立釧路総合病院（釧路市） 
特定地域医療提
供機関 

救急医療 
令和６年 
2 月 29 日 

独立行政法人労働者健康安全機構 
釧路労災病院（釧路市） 

特定地域医療提
供機関 

救急医療 
令和６年 
2 月 29 日 

 

 

○技能向上集中研修機関の指定（指定期間：令和６年４月１日から３年間） 

医療機関名（所在地） 指定の種類 指定事由 指定日 

医療法人徳洲会 札幌徳洲会病院（札幌市） 
技能向上集中研
修機関 

札幌徳洲会病院 
臨床研修プログラム 

令和６年 
2 月 29 日 

砂川市立病院（砂川市） 
技能向上集中研
修機関 

砂川市立病院卒後 
臨床研修プログラム 

令和６年 
2 月 29 日 

名寄市立総合病院（名寄市） 
技能向上集中研
修機関 

名寄市立総合病院卒後
臨床研修プログラム 

令和６年 
2 月 29 日 

 

  



○特定地域医療提供機関・連携型特定地域医療提供機関の評価結果 

 

指定を受けようとする
特定労務管理対象機関
の種別 

医療機関勤務環境評価センターの評価 
都道府県による
支援の方針 

指定の種類 
指定 
事由 

評価結果の概要 

市立札幌病院 
（札幌市） 

特定地域医療
提供機関 
（Ｂ水準） 

救急医
療及び
地域に
おいて
当該病
院又は
診療所
以外で
提供す
ること
が困難
な医療 

労働関係法令及び医療法に規定された
事項について必要な要件を満たしてい
る。それ以外の労務管理体制の整備や
労働時間短縮に向けた取組として、タ
スク・シフト／シェアは実施されてい
るが、医師の適切な勤務計画の作成な
どの項目が計画段階であることから早
期実施に向けて取組むことが必要であ
る。 
労働時間短縮に向けて、自主的な取組
の他、都道府県からの必要な支援を講
じられたい。 

道においては、
労働時間の短縮
のため勤務環境
改善支援センタ
ーを通じて必要
な支援を行うこ
ととする。 

医療法人徳洲会 
札幌徳洲会病院
（札幌市） 

特定地域医療
提供機関 
（Ｂ水準） 

救急 
医療 

労働関係法令及び医療法に規定された
事項について必要な要件を満たしてい
る。それ以外の労務管理体制の整備や
労働時間短縮に向けた取組として、労
働時間管理体制が構築されているが、
医師の業務の見直しや研修の実施に取
組むことが必要である。労働時間の短
縮は進んでいるが、引き続き改善に向
けた取組が望まれる。 

－ 

北海道立子ども総
合医療・療育セン
ター 
（札幌市） 

特定地域医療
提供機関 
（Ｂ水準） 

地域に
おいて
当該病
院又は
診療所
以外で
提供す
ること
が困難
な医療 

労働関係法令及び医療法に規定された
事項について必要な要件を満たしてい
る。それ以外の労務管理体制の整備や
労働時間短縮に向けた取組として、医
師の面接指導体制は整備されている
が、医師の業務の見直しに取組むこと
が必要である。 
労働時間の短縮に向けて、引き続き改
善に向けた取組が望まれる。 

－ 



国立大学法人北海道大学 
北海道大学病院
（札幌市） 

特定地域医療
提供機関 
（Ｂ水準） 

救急 
医療 

労働関係法令及び医療法に規定された
事項について必要な要件を満たしてい
る。それ以外の労務管理体制の整備や
労働時間短縮に向けた取組として、基
本的労務管理体制や医師の面接指導体
制の整備はなされているが、計画段階
の項目が見受けられることから早期に
取組むことが期待される。 
労働時間の短縮に向けて、さらなる改
善に向けた取組が望まれる。 

－ 

連携型特定地
域医療提供機
関 
(連携Ｂ水準) 

医師 
派遣 

労働関係法令及び医療法に規定された
事項について必要な要件を満たしてい
る。それ以外の労務管理体制の整備や
労働時間短縮に向けた取組として、基
本的労務管理体制や医師の面接指導体
制の整備はなされているが、計画段階
の項目が見受けられることから早期に
取組むことが期待される。 
労働時間の短縮に向けて、さらなる改
善に向けた取組が望まれる。 

－ 

砂川市立病院 
（砂川市） 

特定地域医療
提供機関 
（Ｂ水準） 

救急医
療及び
地域に
おいて
当該病
院又は
診療所
以外で
提供す
ること
が困難
な医療 

労働関係法令及び医療法に規定された
事項について必要な要件を満たしてい
る。それ以外の労務管理体制の整備や
労働時間短縮に向けた取り組みとし
て、面接指導の実施体制は構築されて
いるが、勤務計画の作成やタスク・シ
フト／シェアの実施などの項目が計画
段階であることから早期実施に向けて
取組むことが必要である。 
労働時間の短縮に向けて、自主的な取
組の他、都道府県による必要な支援を
講じられたい。 

道においては、
労働時間の短縮
のため勤務環境
改善支援センタ
ーを通じて必要
な支援を行うこ
ととする。 

社会医療法人 
製鉄記念室蘭病院
（室蘭市） 

特定地域医療
提供機関 
（Ｂ水準） 

救急 
医療 

労働関係法令及び医療法に規定された
事項について必要な要件を満たしてい
る。それ以外の労務管理体制の整備や
労働時間短縮に向けた取組として、適
切な労務管理体制の構築がなされてい
る。 
労働時間短縮に向けて、自主的な取組
の他、都道府県による必要な支援を講
じられたい。 

道においては、
労働時間の短縮
のため勤務環境
改善支援センタ
ーを通じて必要
な支援を行うこ
ととする。 



旭川医科大学病院
（旭川市） 

特定地域医療
提供機関 
（Ｂ水準） 

救急 
医療 

労働関係法令及び医療法に規定された
事項について必要な要件を満たしてい
る。それ以外の労働管理体制の整備や
労働時間短縮に向けた取組として、タ
スク・シフト／シェアの実施はなされ
ているが、医師の勤務計画の作成に取
組むことが必要である。 
医師の労働時間短縮に向けて、引き続
き改善に向けての取組が望まれる。 

－ 

連携型特定地
域医療提供機
関 
(連携Ｂ水準) 

医師 
派遣 

労働関係法令及び医療法に規定された
事項について必要な要件を満たしてい
る。それ以外の労働管理体制の整備や
労働時間短縮に向けた取組として、タ
スク・シフト／シェアの実施はなされ
ているが、医師の勤務計画の作成に取
組むことが必要である。 
医師の労働時間短縮に向けて、引き続
き改善に向けての取組が望まれる。 

－ 

名寄市立総合病院 
（名寄市） 

特定地域医療
提供機関 
（Ｂ水準） 

救急 
医療 

労働関係法令及び医療法に規定された
事項について必要な要件を満たしてい
る。それ以外の労務管理体制の整備や
労働時間短縮に向けた取組として、労
働管理体制は整備されているが、医師
の勤務計画の作成やタスク・シフト／
シェアの実施などが計画段階であるこ
とから早期実施に向けて取組むことが
必要である。 
労働時間短縮に向けて、自主的な取組
の他、都道府県による必要な支援を講
じられたい。 

道においては、
労働時間の短縮
のため勤務環境
改善支援センタ
ーを通じて必要
な支援を行うこ
ととする。 

ＪＡ北海道厚生連 
帯広厚生病院 
（帯広市） 

特定地域医療
提供機関 
（Ｂ水準） 

救急 
医療 

労働関係法令及び医療法に規定された
事項について必要な要件を満たしてい
る。それ以外の労務管理体制の整備や
労働時間短縮に向けた取組として、労
働時間管理体制や面接指導実施体制の
構築がなされている。 
医師の労働時間短縮に向け、引き続き
改善に向けた取組が望まれる。 

－ 



市立釧路総合病院
（釧路市） 

特定地域医療
提供機関 
（Ｂ水準） 

救急 
医療 

労働関係法令及び医療法に規定された
事項について必要な要件を満たしてい
る。それ以外の労務管理体制の整備や
労働時間短縮に向けた取組として、労
務管理体制の構築がなされているが、
計画段階の項目が見受けられることか
ら早期実施に向けて取組むことが必要
である。 
労働時間短縮に向けて、自主的な取組
の他、都道府県による必要な支援を講
じられたい。 

道においては、
労働時間の短縮
のため勤務環境
改善支援センタ
ーを通じて必要
な支援を行うこ
ととする。 

独立行政法人 
労働者健康安全機構 
釧路労災病院 
（釧路市） 

特定地域医療
提供機関 
（Ｂ水準） 

救急 
医療 

労働関係法令及び医療法に規定された
事項について必要な要件を満たしてい
る。それ以外の労務管理体制の整備や
医師の労働時間短縮に向けた取組とし
て、特定行為研修を修了した看護師の
活用が行われているが、計画段階の項
目が見受けられることから早期実施に
向けて取組むことが必要である。 
労働時間短縮に向けて、自主的な取組
の他、都道府県による必要な支援を講
じられたい。 

道においては、
労働時間の短縮
のため勤務環境
改善支援センタ
ーを通じて必要
な支援を行うこ
ととする。 

 

○技能向上集中研修機関の評価結果 

 

指定を受けようとする 
特定労務管理対象機関 
の種別 

医療機関勤務環境評価センターの評価 
都道府県による
支援の方針 

指定の種類 
研修 
内容 

評価結果の概要 

医療法人徳洲会 
札幌徳洲会病院
（札幌市） 

技能向上集中
研修機関 
（Ｃ-１水準） 

札幌徳
洲会病
院臨床
研修プ
ログラ
ム 

労働関係法令及び医療法に規定された
事項について必要な要件を満たしてい
る。それ以外の労務管理体制の整備や
労働時間短縮に向けた取組として、労
働時間管理体制が構築されているが、
医師の業務の見直しや研修の実施に取
組むことが必要である。労働時間の短
縮は進んでいるが、引き続き改善に向
けた取組が望まれる。 

－ 



砂川市立病院 
（砂川市） 

技能向上集中
研修機関 
（Ｃ-１水準） 

砂川市
立病院
卒後臨
床研修
プログ
ラム 

労働関係法令及び医療法に規定された
事項について必要な要件を満たしてい
る。それ以外の労務管理体制の整備や
労働時間短縮に向けた取り組みとし
て、面接指導の実施体制は構築されて
いるが、勤務計画の作成やタスク・シ
フト／シェアの実施などの項目が計画
段階であることから早期実施に向けて
取組むことが必要である。 
労働時間の短縮に向けて、自主的な取
組の他、都道府県による必要な支援を
講じられたい。 

道においては、
労働時間の短縮
のため勤務環境
改善支援センタ
ーを通じて必要
な支援を行うこ
ととする。 

名寄市立総合病院 
（名寄市） 

技能向上集中
研修機関 
（Ｃ-１水準） 

名寄市
立総合
病院卒
後臨床
研修プ
ログラ
ム 

労働関係法令及び医療法に規定された
事項について必要な要件を満たしてい
る。それ以外の労務管理体制の整備や
労働時間短縮に向けた取組として、労
働管理体制は整備されているが、医師
の勤務計画の作成やタスク・シフト／
シェアの実施などが計画段階であるこ
とから早期実施に向けて取組むことが
必要である。 
労働時間短縮に向けて、自主的な取組
の他、都道府県による必要な支援を講
じられたい。 

道においては、
労働時間の短縮
のため勤務環境
改善支援センタ
ーを通じて必要
な支援を行うこ
ととする。 

 


